
奈良工業高等専門学校しなやかエンジニア教育プログラム履修規程 

 

平成３１年 ３月 ７日制定 

令和 ３年１０月１４日改正 

（趣旨） 

第１条 この規程は，奈良工業高等専門学校（以下「本校」という。）におけるしなやか

エンジニア教育プログラム（以下「教育プログラム」という。）の履修について必要な

事項を定める。 

（目的） 

第２条 本教育プログラムは，感性と表現力，リーダーシップを備えたエンジニアリーダ

ー人材の育成を目的とする。 

（プログラム構成） 

第３条 本教育プログラムは，本科を対象とするしなやかエンジニア教育ベーシックプロ

グラム（以下「ベーシックプログラム」という。）及び専攻科を対象とするしなやかエ

ンジニア教育アドバンストプログラム（以下「アドバンストプログラム」という。）で

構成される。 

（授業科目及び単位） 

第４条 本教育プログラムの授業科目及び単位は，学則別表第７のとおりとする。 

（履修対象期間） 

第５条 本教育プログラムの履修対象期間は，ベーシックプログラムについては本科第１

学年から本科第５学年の間，アドバンストプログラムについては専攻科第１学年から専

攻科第２学年までの間とする。 

（履修対象者） 

第６条 本教育プログラムの履修対象者は、ベーシックプログラムにおいては，女性エン

ジニア養成推進センター運営委員会によって選考された学生とし、アドバンストプログ

ラムにおいては、本教育プログラムの修了に必要な科目を履修申請した学生とする。 

（履修の届出） 

第７条 前条の学生が本教育プログラムの授業科目を履修するためには、次の各号の手続

きを行わなければならない。 

一 ベーシックプログラムにおいては、あらかじめ所定の届書を女性エンジニア養成推

進センター長に提出すること 

二 アドバンストプログラムにおいては，奈良工業高等専門学校学則別表第７に定める

科目の履修申請を奈良工業高等専門学校専攻科履修規程第３条に定める方法で手続

きを行うこと 

（単位の認定） 

第８条 本教育プログラムのベーシックプログラムの各科目において，目標に到達してい

ると判断される場合は，「認定」の評語を与え，その科目の単位を認定する。アドバン

ストプログラムにおいては授業科目の成績は，試験の成績及び平常点を総合して，１０

０点法により評価し，奈良工業高等専門学校専攻科履修規程第７条に従い評定する。 



（教育プログラム修了要件） 

第９条 本教育プログラムの修了要件は，次の各号を満たすものとし，修了者には教育プ

ログラム修了証書を授与する。 

 一 ベーシックプログラム履修生においては，ベーシックプログラムで定める全ての科

目の単位を修得すること。 

二 アドバンストプログラム履修生においては，アドバンストプログラムで定める全て

の科目の単位を修得すること。 

（教育プログラムの修了の認定） 

第１０条 本教育プログラムの修了の認定に際して，女性エンジニア養成推進センター運

営委員会において必要な資料を整えるものとする。 

２ 前項の資料に基づき運営会議の議を経て，校長が認定の可否を決定する。 

（雑則） 

第１１条 この規程に定めるもののほか，実施に必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この規程は，平成３１年（２０１９年）４月１日から施行し，平成３１年度以降に入学

した教育プログラム履修対象者から適用する。ただし，アドバンストプログラムについて

は，平成３２年度（２０２０年度）より実施する。 

附 則 

この規程は，令和３年４月８日から施行し，令和２年度専攻科入学生から適用する。 

附 則 

この規程は，令和３年１０月１４日から施行し，令和２年４月１日から適用する。 


